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１．策定の経過 
 

年⽉⽇ 策 定 ま で の 経 過  

令
和
元
年
度 

令和元年９⽉〜10⽉ 住⺠アンケート実施 
令和２年１⽉23⽇ 第１回原村総合計画審議会 

１⽉23⽇ 第１回原村地域創⽣検討委員会・原村総合計画審議会 
合同会議 

２⽉６⽇ 第２回原村地域創⽣検討委員会・原村総合計画審議会 
合同会議 

２⽉14⽇ 第３回原村地域創⽣検討委員会・原村総合計画審議会 
合同会議 

３⽉13⽇ 第４回原村地域創⽣検討委員会・原村総合計画審議会 
合同会議 

令
和
２
年
度 

４⽉８⽇ 第１回原村総合計画後期基本計画策定打ち合わせ会議 

５⽉29⽇ 第１回原村総合計画審議会 

７⽉６⽇ 第２回原村総合計画後期基本計画策定委員会 

７⽉22⽇ 第１回・第２回ワークショップ 

７⽉31⽇ 第３回ワークショップ 

８⽉３⽇ 第４回ワークショップ 

８⽉４⽇ 第５回ワークショップ 

９⽉７⽇ 第３回原村総合計画後期基本計画策定委員会 

９⽉10⽇ 第２回原村総合計画審議会 

９⽉28⽇ 第３回原村総合計画審議会 

10⽉９⽇ 第４回原村総合計画審議会 

10⽉21⽇ 第５回原村総合計画審議会 

11⽉５⽇ 第６回原村総合計画審議会 

11⽉16⽇ 第７回原村総合計画審議会 

11⽉25⽇ 第４回原村総合計画後期基本計画策定委員会 

令和２年11⽉〜12⽉ パブリックコメント 

令和３年１⽉29⽇ 第８回原村総合計画審議会 

２⽉２⽇ 第５回原村総合計画後期基本計画策定委員会 

２⽉10⽇ 第５次原村総合計画後期基本計画（案）答申 
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２．原村総合計画審議会 

（1）第５次原村総合計画基本構想の変更について（諮問） 

 

２原総第 75 号 
令和２年５⽉ 29 ⽇ 

 
原村総合計画審議会 
会⻑ ⼩平 恒夫 様 

 
原村⻑ 五味 武雄    

 
 

第５次原村総合計画基本構想の変更について（諮問） 
 
 第５次原村総合計画基本構想の計画期間を下記のとおり変更することについて、
原村総合計画審議会条例第２条の規定により審議を求めます。 
 
 
 

記 
 
 

第５次原村総合計画基本構想(平成28年３⽉策定)の⼀部を次のように変更す
る。 
 

第１部 序論 第２章 計画の性格と役割 １．計画の構成と期間 本⽂中「平成37
年度」を「令和６年度」に、「後期５年間」を「後期４年間」に、「平成32年度」を
「令和２年度」に改める。 
 

第２部 基本構想 第２章 基本理念 本⽂中「平成37年の⼈⼝は7,340⼈まで減少
し、⾼齢化率は36％に拡⼤すると予想されます」を「令和６年の⼈⼝は7,359⼈ま
で減少し、⾼齢化率は35％に拡⼤すると予想されます」に、同部 第４章 将来⼈⼝
の⽬標 本⽂中、「平成37年の総⼈⼝7,340⼈を⽬指します」を「令和６年の総⼈⼝
7,359⼈を⽬指します」に改める。  
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（2）第５次原村総合計画基本構想の変更について（答申） 

 

令和２年５⽉ 29 ⽇ 

 

原村⻑ 五味 武雄 様 

 

                        原村総合計画審議会   

会⻑ ⼩平 恒夫    

 

 

第５次原村総合計画基本構想の変更について（答申） 

 

 令和２年５⽉ 29 ⽇付け２原総第 75 号で諮問のありました、第５次原村総合計

画基本構想の変更について、下記のとおり答申します。 

 

 

 

記 

 

１ 審議結果 

  第５次原村総合計画基本構想を変更することについては、適当と認める。 
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（3）第５次原村総合計画後期基本計画（案）について（諮問） 

 

２総第 170 号 
令和２年９⽉ 10 ⽇ 

 

 

原村総合計画審議会 

会⻑ ⼩平 恒夫 様 
 

 

原村⻑ 五 味 武 雄 

 

 

 

第５次原村総合計画後期基本計画（案）について（諮問） 

 

第５次原村総合計画後期基本計画の策定のため、別添案のとおり原村総合計画審議会

条例第２条の規定により審議を求めます。 
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（4）第５次原村総合計画後期基本計画（案）について（答申） 

 

令和３年２⽉１０⽇ 
 

原村⻑ 五味 武雄 様 
 

原村総合計画審議会  
会⻑ ⼩平 恒夫   

 

第５次原村総合計画後期基本計画（案）について（答申） 

 

令和２年 9 ⽉ 10 ⽇付け２原総第 170 号で諮問があったこのことについて、
当審議会の意⾒は別紙のとおりです。 

なお、本計画の実施にあたっては、下記の事項に⼗分留意して「⼈と⾃然と
⽂化が息づく美しい村」の実現に向けて努⼒されたい。 
 

 

記 

 

 

１ 本計画の内容を住⺠に周知し、住⺠の理解を得たうえで、住⺠、事業者及び 
原村が⼀丸となって取り組まれたい。 

 
２ 内容が極めて多岐にわたるため、実施にあたっては緊急度と重要度を⼗分 

精査し、優先順位をつけ、確実に成果を出すこと。 
 
３ 本計画の進捗状況を確認し、評価・検証を⾏うこと。 
 
４ 分野別計画を策定する場合は、必ず総合計画との整合を図ること。 
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（5）原村総合計画審議会委員 

 

区 分 ⽒  名 所属団体等 

村議会議員 半⽥ 裕 原村議会議員 

村議会議員 百瀬 嘉徳 原村議会議員 

村議会議員 北原 貴穂 原村議会議員 

農業委員会委員 清⽔ 武義 原村農業委員会 

農業協同組合役員 永⽥ せつ⼦ 信州諏訪農業協同組合 

商⼯会役員 ⼩平 恒夫 原村商⼯会 

識⾒を有する者 ⼩林 英夫 原村教育委員会 

識⾒を有する者 野明 晃 原村⺠⽣児童員協議会 

識⾒を有する者 宮坂 早苗 原村衛⽣⾃治推進協議会 

公募による者 ⽯川 ⾼明  

公募による者 ⼩倉 輝久  

公募による者 斎藤 志穂  

 

 

 

  


